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内
に
あ
り
、
か
つ
、
本
人
が
次
の
い

ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合

▽
生
活
保
護
法
に
よ
る
保
護
を
受
け

て
い
る
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収
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２
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▼
助
成
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家
庭
裁
判
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決
定
し

た
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※
在
宅
の
場
合
は
月
２
万
８
千

円
、施
設
入
所
ま
た
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の
場
合
は

月
１
万
８
千
円
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）。

■
気
軽
に
相
談
し
て
く
だ
さ
い

　

市
は「
八
幡
平
市
成
年
後
見
セ
ン

タ
ー
」を
開
設
し
、成
年
後
見
制
度
を

適
切
に
利
用
で
き
る
よ
う
相
談
や
支

援
を
し
て
い
ま
す
。

▼
設
置
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８
時
30
分
か
ら

午
後
５
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　最近は子どもの目の前でのDVによる心理的虐
待が増加傾向にあり、DVを見せられた子どもは
脳が萎縮するという研究結果も出ています。
　皆さんの周りで虐待が疑われる事例を見かけた
ら、匿名でも構いませんので、児童相談所または
市役所に連絡・相談をしてください。連絡者や内
容に関する秘密は守られます。
◆連絡先　▶児童相談所（県福祉総合相談センタ
ー☎019-629-9602・9605）▶市地域福祉課児童福
祉係（☎・内線1078、1101）▶全国共通の虐待対応
ダイヤル（☎189）

　近年、子どもの虐待に関する相談は全国的に増
加傾向にあります。県の児童相談所でも令和3年
度に1,709件の相談に対応しており、これまでで
一番多い件数となっています。
　全国のみならず、県内でも虐待による死亡事例
が発生しており、社会全体で子どもの「命」と「権
利」そして「未来」を守っていく必要があります。
◆児童虐待とは

身体的虐待 殴る、蹴る、たたく、やけどを負わせる
などの行為

ネグレクト 食事を与えない、家に閉じ込める、自動
車の中に放置するなどの行為

性 的 虐 待 わいせつな画像を見せる、ポルノグラフ
ィの被写体にするなどの行為

心理的虐待 無視、暴言、子どもの目の前で家族に対
して暴力を振るう（ＤＶ）などの行為

◆今月は児童虐待防止月間です
　今年も11月１日から「児童虐待防止月間」が始
まっています。防止月間では、児童虐待の防止
に向け、関係者がそれぞれの地域、
学校などで広報・啓発活動をしま
す。皆さんも児童虐待問題に対す
る理解を深め、子どもたちを守り
ましょう。 市HPはこちら
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対
す
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